
申請から交付までの流れ

申請事業主 一関市
（本庁または支所）

交付申請書の提出
（本庁または支所へ）

交付決定通知

請求書の提出

交付（口座振込）

審 査

申請することができる経費① ②
区分 経費の内容

人材育成費用

①雇用開始後12か月以内に実施したOJT及びOFF-JT等の人材育成に要した経費（ただし、
令和８年度中に実施した研修に限る。）
②OJT(日常の業務に就きながら行われる研修)に対する助成額は、指導者1人につき1時間
当たり1,000円とします。
③OFF-JT(日常の業務を一時的に離れて行う研修)に対する助成額は、OFF-JT実施に要し
た経費の10分の10以内とします。
④申請にあたってはOFF-JTを計40時間以上（15時間以上の外部講師による研修を含
む。）実施することが必要です。
なお、雇用開始日から雇用開始後12か月の期間が２か年度にわたる場合は、どちらか１年度
限りの申請となります。

資格取得費用

新規高卒者もしくは新規学卒者として令和６年３月１日以降に雇用した労働者、またはUＩＪ
ターン者として令和６年４月１日以降に雇用した労働者が、業務上の必要から令和８年度中
に取得した資格の取得に要した経費
【資格の種類】 国家資格（※1）、公的資格、民間資格（一部除く ※2）

※1 労働安全衛生法で定める特別教育、技能講習等を含みます。
※2 申請事業主または系列会社等が独自に認定している資格を除きます。

対象となる資格の例は、２ページの一覧表を参照してください。

【経費の種類】 ・資格取得の受講料 （受講修了をもって資格取得となるものに限る。）

・受験料又は受検料
・資格の初回登録料

令和８年度 一関市人財育成支援事業補助金 申請の手引き

注）雇用期間が12ヶ月までの労働者の「資格取得経費」に該当する経費は、「人財育成費用」にも申請ができますが同一の
経費を重複して申請することはできません。

１．申請にあたっての留意点

③ 申請時期

◆最も雇用期間が短い補助対象者の雇用期間が６か月を超えた時点
（その日が10月1日より前であるときは10月1日）に申請することがで
きます。

◆申請期間は令和９年３月31日（水）までです。
（早めの申請をお願いします。）
なお、年度を過ぎてからの申請はできません。

◆申請できる回数は、令和８年度中に１回限りとします。

１

④ 提出書類

□ 交付申請書（様式第1号）
□ 雇用年月日等証明書（様式第2号）
□ ・雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写し
□ ・雇用契約書または労働条件通知書の写し
□ 人財育成費用実績内訳書（様式第3号） …人財育成費用を申請する場合

□ ・研修、経費内容がわかる資料（研修実施要領、領収書などの写し）
□ ・OJT実施状況報告書 …社員が指導者となって実施した経費（１時間当たり1,000円）

を申請する場合

□ ・OFF-JTの研修時間報告書 …社外研修、外部講師を招いて実施した研修等を記載

□ 資格取得費用実績内訳書（様式第4号） …資格取得費用を申請する場合

□ ・資格取得、経費内容がわかる資料（資格認定書、資格試験要領、領収書などの写し）
□ 市税納税状況調査同意書 …申請事業主と市税の納税義務者が異なる場合

【新規高卒者人財育成支援事業補助金、若者等人財育成事業補助金共通】

□ Uターン等報告書 …補助対象者にUIJターン者がいる場合

【若者等人財育成支援事業補助金のみ】



○国家資格の例 ○公的資格、民間資格の例
名称

フォークリフト運転者 作業療法士 日商PC検定（１級、２級、３級、Basic)
クレーン・デリック運転士 理学療法士 Webクリエイター能力認定（エキスパート、スタンダート）
電気工事施工管理技士（２級） 介護職員初任者研修 Webデザイナー検定（エキスパート、ベーシック）
電気工事士 介護支援専門員 Photoshopクリエイター能力認定（エキスパート、スタンダート）
高所作業車運転技能講習 社会保険労務士 C言語プログラミング能力認定（１級、２級、３級）
玉掛作業者 中小企業診断士 CADアドミニストレーター認定
衛生管理者 貸金業務取扱主任者 CADトレース技能審査（上級、中級、初級）
毒物劇物取扱責任者 宅地建物取引士 情報処理技術者能力認定（１級、２級、３級）
アーク溶接作業者 管理業務主任者 簿記（１級、２級、３級）
危険物取扱者（乙種） 通訳案内士 実用英語技能検定（英検、１級～５級）
車両系建設機械技能講習 旅行業務取扱管理者 建設業経理士（１級、２級）
足場の組立て等作業主任者 自動車整備士 ビジネス実務法務検定（1級、２級、３級）
型枠支保工の組立て等作業主任者 浄化槽設備士 カラーコーディネーター検定（１級、２級、3級）
建築施工管理技士（１級、２級） 調理師 色彩検定（１級、２級、３級）
土木施工管理技士（１級、２級） 着付け技能士 手話技能検定（１級～７級）
建設機械施工管理技士（１級、２級） 福祉用具専門相談員 福祉住環境コーディネーター検定（１級～３級）
造園施工管理技士（１級、２級） ガス溶接技能講習 フードコーディネーター資格認定（１級～３級）
電気工事施工管理技士（１級） 大型自動車第一種免許 喀痰吸引等研修
管工事施工管理技士（１級、２級） 中型自動車第一種免許 医療事務管理士技能認定
舗装施工監理技術者（１級、２級） 大型自動車第二種免許 医療事務技能審査
建築士（一級、二級） 診療報酬請求事務能力認定
建築設備士 メンタルヘルス・マネジメント検定
技術士、技術士補 医療保険請求事務者認定
測量士、測量士補 ＪＩＳ品質管理責任者
社会福祉士 列車見張員
介護福祉士 除雪講習
精神保健福祉士

　　　◆人財育成支援事業補助金に関するお問い合わせ先
　　　　 一関市 商工観光部 商工振興課
　　　　 TEL 0191-21-8461　FAX 0191-31-3037
　 　　　E-mail shoukou@city.ichinoseki.iwate.jp

人財育成支援事業補助金の資格取得費用の対象となる資格は、国家資格、公的資格、民間資格（ただし、申請事業主または系列会社等が独自に認定してい
る資格は除きます）であり、その一例は下表のとおりです。
表に掲載されていない資格の取得費用を申請する場合は、下記までお問い合わせのうえ該当の有無をご確認ください。

名称

２．資格取得費用の対象となる資格の例

２



様式第１号

３．申請書記入例①

【新規高卒者の場合】 【若者等の場合】

※新規高卒者と、若者等とで様式が異なります。

①

①全体の申請額と、人材育成費用
分、資格取得費用分の内訳を記
入します。該当がない区分は、
0円と記入します。
◆申請額の上限

（新規高卒者、若者等共通）
(ｱ)人材育成費用分

対象労働者1人につき20万円
1人増につき、５万円加算

(ｲ)資格取得費用分 ・・・10万円
※ なお、「くるみん」認定企業は

(ｱ)、(ｲ)それぞれ1.5倍の額

②人材育成費用の対象者数、卒業
年月を記入します。
（若者等は、そのうちUターン者を
除いた新規学卒者の人数と卒業
年月を記入します。）
該当者がいない場合は斜線を引
きます。

③資格取得費用の対象者数、卒業
年月を、申請日時点までの雇用
期間に応じて、１年目から３年目に
区分して記入します。
※区分のしかた
１年目・・・雇用期間が満１年に達

するまで
２年目・・・雇用期間が満１年超

満２年に達するまで
３年目・・・雇用期間が満２年超

満３年に達するまで

作成のポイント

②

③

④

④（申請事業主と市税の納税義務者が異なる場合のみ）
「新規高卒者（若者等）人財育成支援事業補助金交付申請」にかかる市税納税状況調査同意書」（９ページ参照）または市税の納税証明書または納付書の写し
（令和６年度～令和８年度の３年分）の提出が必要になります。

交付申請書

３

④



様式第２号

３．申請書記入例②

※新規高卒者、若者等共通

①

①人材育成費用分、資格取得費用分の対象者ごとに１枚ずつ作成します。

②対象者の住所要件は次のとおりです。
ただし、人事異動等の転勤により、転居が想定される場合は対象外となります。

作成のポイント

⑤

②
新規高卒者
若者等のうち新規学卒者

次のいずれかに該当し、申請時において引き続き住民登録地が
一関市内にある方
○雇用開始日において、市内に住所があった方
○雇用開始日時点では市外に住所があったが、雇用開始日が

属する月から起算して12か月以内に一関市内に転入した方

若者等のうちUIJターン者

次のいずれかに該当し、申請時において引き続き住民登録地が
一関市内にある方（ただし、転入前に１年以上一関市内に住所
がなかった方に限ります。）
○一関市内に転入した日の属する月から起算して12月前までに

雇用された方
○一関市内に転入した日が属する月の翌月から起算して６か月

以内に雇用された方

③

③最終卒業学校名と卒業年月を記入します。なお、対象者がUIJターン者の場合は記入不要です。

④該当する□にチェックをし、雇用開始年月日などを記入します。なお、「期間の定めあり」の場合は、
雇用契約の通算期間が１年を超えていることが必要となります。１年以内の場合は対象となりませ
んのでご注意ください。

⑤ 1週間の所定労働時間が30時間超であり、かつ、通常の労働者の1週間の所定労働時間と同程
度の方が対象となります。

⑥雇用契約書・労働契約書等の写しは、雇用開始日から申請日までの間のものを添付します。

④

⑥

雇用年月日等証明書

４



様式第３号

３．申請書記入例③

※新規高卒者、若者等共通

①

①雇用した日から雇用期間が満１年（12か月）に達する日までの期間に実施したＯＪＴ、ＯＦＦ－ＪＴに係る
「人材育成費用」が対象です。

OJT…日常の業務に就きながら行われる研修 OFF-JT…通常の仕事を一時的に離れて行う研修

②補助金交付年度内に実施した研修等に係る経費が対象です。

③外部研修の場合は研修名とあわせて主催者も記入します。社内研修の場合は研修名または指導者名を
記入します。指導者が複数の場合は、「（指導者名）ほか」 としても差し支えありません。

④社員が指導者となってＯＪＴ、ＯＦＦ‐ＪＴを実施した場合は、 「指導者１人につき１時間あたり1,000円×
総指導時間（１時間未満の端数切捨て）」 の額を補助対象経費とすることができます。
この場合は、「OJT実施状況報告書」（様式指定、７ページ参照）及び「 OFF‐JTの研修時間報告書」
（様式指定、８ページ参照）を作成し添付します。

⑤新入社員の人材育成を主目的としたセミナー等の経費は、受講者に対象者以外の若手社員等が含まれ
る場合でも、一部（※）を除き、全額を補助対象経費とすることができます。
この場合は、「備考」欄には全受講者数を記入します。

※１人あたりの費用が明示されており、明確に区別できる経費（テキスト代など）は、対象者以外の方に
係る経費は除いて計算します。

⑥雇用した日から雇用期間が満１年（12か月）に達する日までの期間は「資格取得費用」の対象となる経費
（以下、「資格取得費用対象経費」といいます。）を「人材育成費用」として申請することができます。

ただし、一つの資格の一連の資格取得費用対象経費を 「人材育成費用」 と 「資格取得費用」とに分けて
申請することはできません。どちらか一方の経費にまとめて申請します。
なお、資格取得費用対象経費に該当しない資格取得に関連した経費は、上記に関わらず 「人材育成費
用」として申請することができます。

作成のポイント

⑤

②

③

④

⑥

人材育成費用実績内訳書

種類 経費の内容
雇用期間

満１年となる日まで 満１年を経過した日以降

資格取得費用
対象経費

・資格取得の受講料（教材費含む。講座等の修
了をもって資格取得となるものに限る。）

・受験料又は受検料
・資格の初回登録料

「人材育成費用」または「資
格取得費用」のどちらか一
方に一連の取得費用をまと
めて申請

「資格取得費用」で申請

資格取得に関連
した経費

・受験等のための交通費、宿泊費
・合格率を上げることを目的とした講座の受講料
・参考書購入費

など

「人材育成費用」で申請 申請できません

人材育成費用分の補助金額：申請額の10分の10

上限：① 採用1人につき20万円、1人増につき５万円加算
② 「くるみん」認定企業は、 ①の合計額×1.5

５



様式第４号

３．申請書記入例④

※新規高卒者、若者等共通

⑥

①雇用した日（卒業月に雇用開始した新規高卒者の場合はその翌月の初日）から雇用３年目となる初日（雇
用期間が満２年となった日の翌日）の属する年度の３月３１日までに対象者が取得した資格に係る「資格
取得費用」が対象です。
資格取得費用の対象となる経費（以下「資格取得費用対象経費」といいます。）の内容は次のとおりです。

なお、受験のための交通費・宿泊費や合格率を上げることを目的とした講座の受講料など上表以外の
経費は対象となりません。

②申請日時点での雇用年数に応じて１年目から３年目に区分します。同じ雇用年数に対象者が４名以上
いる場合は、枠を挿入して作成します。

③国家資格、公的資格、民間資格（ただし、申請事業主または系列会社等が独自に認定している資格は
除きます。）のうち、申請事業主が資格取得費用対象経費を負担した資格が対象です。

④１人の対象者につき取得した資格が複数ある場合は、資格ごとに分けて記入します。

⑤複数の対象者が同一の資格を取得した場合は、対象者ごとに分けて記入します。

⑥資格を取得した日（登録が必要な資格の場合は、初回登録をした日）、または資格取得の講習を受講した
日を記入します。
補助金交付年度内に取得（初回登録）した資格に係る経費が対象です。

⑦申請事業主が負担した資格取得費用対象経費を記入します。補助金交付年度内に取得（初回登録）し
た資格に係るものであれば補助金交付年度より前に支出した費用も対象となります。
「受験料又は受検料」には、一つの資格を取得するのに要した受験料（または受検料）を合算した額を記
入します。ただし、資格取得に至らなかった（不合格など）となった費用は対象となりません。

※雇用した日から雇用期間が満１年（12か月）に達する日までの期間は、 「資格取得費用対象経費」を
「人材育成費用」にも申請することができますが、一つの資格の一連の資格取得費用対象経費を 「人
材育成費用」 と 「資格取得費用」とに分けて申請することはできません。
どちらか一方の経費にまとめて申請します。（５ページもあわせて参照してください。）

作成のポイント

②

④

資格取得費用実績内訳書

資格取得費用分の補助金額：申請額の２分の１
※ 上限10万円（「くるみん」認定企業は15万円）

・資格取得の受講料（教材費含む。講座等の修了をもって資格取得となるものに限る。）
・受験料又は受検料
・資格の初回登録料

⑤

①

③
⑦

６



様式中の で囲む欄（指導時間、延べ指導時間、総指導時間数）の時間数は自動計算され
ます。(計算式は変更しないで下さい)

ＯＪＴ実施状況報告書その他の申請書添付様式（１）

３．申請書記入例⑤

※新規高卒者、若者等共通

【ＯＪＴ実施状況報告書】

①社員が指導者となって実施し、 「指導者１人につき１時間あたり1,000円×総指導時間」 の額を
補助対象経費とする場合に作成します。

※内部で対応し実施したOFF-JTは８ページの「 OFF-JTの研修時間報告書」に記載してください。

７

作成のポイント

②事業所において、研修スケジュール表等を作成している場合は、研修内容に替えることができ
ます。

③複数の指導者が同じ時間帯に指導した場合は、指導者ごとに行を変えて記入します。

④受講者が２名以上の場合は、１行にまとめて記入して構いません。

⑤１枠あたりの記入欄は４行としています。その日の指導内容により、4行で収まりきれない場合は、
次の枠に記入します。（行は追加しないでください。）

⑥実施内容を１行で書き切れない場合は、次行に記入します。（次行の「実施時間」、「指導者氏名」
は空欄にします。）

⑦「実施時間」の記入方法について
・「○○：○○」という表記の仕方で記入します。
・休憩時間を含めないで記入します。

※記入例は10：00～10：10、12：00～13：00までの休憩時間を挟む場合の記入の仕方です。

⑧対象となる研修受講者数が、3名以上となる場合は、枠内に氏名を追加してください。

⑨全体の枚数を記入します。（添付資料除く。）

（ 4 枚中

指導
時間

月 日 9:00 ～ 12:00 3時間00分

13:00 ～ 17:00 4時間00分

～

～

月 日 9:00 ～ 11:00 2時間00分

9:00 ～ 11:00 2時間00分

～

～

月 日 8:30 ～ 11:00 2時間30分

9:00 ～ 11:00 2時間00分

13:00 ～ 16:00 3時間00分

13:00 ～ 16:00 3時間00分

月 日 16:00 ～ 16:50 0時間50分

～

～

～

月 日 9:00 ～ 10:00 1時間00分

10:10 ～ 12:00 1時間50分

13:00 ～ 14:00 1時間00分

～

】

）

川崎 太郎

・　この報告書には、OJTの実施内容を記入してください。

・　OFF-JTの実施内容は、別紙「OFF-JTの研修時間報告書」に記入してください。

・　「申請事業主の証明」欄は、事業主若しくは研修責任者の役職・氏名を記入してください。

　　１枚目）

ＯＪＴ実施状況報告書（研修日誌）

月日・曜日 実施時間 指導者氏名 実施した内容（具体的に記入してください） 受講者氏名

4 一関　次郎 別紙研修報告書のとおり 花泉 太郎

木 曜日 一関　太郎 同上 同上

6 一関　次郎 機械設備の危険性と安全な取扱いについて 花泉 太郎、大東 花子

延べ指導時間

7時間00分

4時間00分

金 曜日 一関　太郎 同上 同上

延べ指導時間

7 一関　次郎 事務室内の設備等の取扱いについて 花泉 太郎、大東 花子

月 曜日 一関　太郎 同上 同上

9 一関　四郎 ・社内ネットワーク端末の使用方法について 大東 花子、川崎太郎

延べ指導時間 一関　次郎 電話来客応対、会計処理について 花泉 太郎、大東 花子

10時間30分 一関　太郎 同上 同上

0時間50分

火 曜日 ・休暇申請の方法について 同上

延べ指導時間

10 一関　次郎 ・○○機器の操作方法について 花泉 太郎

水 曜日 一関　次郎 同上 花泉 太郎

延べ指導時間 一関　次郎 同上 花泉 太郎

3時間50分

　上記及び別紙の「OFF‐JTの研修時間報告書」のとおり研修を

役職名 代表取締役 【OJT総指導時間数　　 26時間10分

実施したことを証明します。

申請事業主
（もしくは研修責任者）の証明

令和　年10月１日

事業所名 一関製作所株式会社

研修受講者の証明 令和　年10月１日

氏名 大東 花子

氏名 花泉 太郎

氏名 一関　太郎

　上記及び別紙の「OFF‐JTの研修時間報告書」のとおり研修を受講したことを証明します。

　　その他（

①
⑨

②

④

③
⑤

⑥

⑦

⑧



ＯＦＦ-ＪＴの研修時間報告書その他の申請書添付様式（２）

３．申請書記入例⑥

※新規高卒者、若者等共通

【OFF-JTの研修時間報告書】

①ＯＦＦ-ＪＴは、日常の業務を一時的に離れて行う研修で、自社に外部講師を招いて行う研修、社内
でも他部署の社員による日常業務以外の内容の研修、社外で行われる新入社員研修等への参加、
通信教育やｅ-ラーニングの受講などをいいます。計40時間以上（15時間以上の外部講師による研

修を含む。）実施することが申請要件です。
社員が指導者となって実施したＯＦＦ-ＪＴは、OJTの取扱いと同様、 「指導者１人につき１時間あたり
1,000円×総指導時間」 の額が補助対象経費となります。

８

作成のポイント

④「研修時間」の記入方法について
・「○○：○○」という表記の仕方で記入します。
・休憩時間を含めないで記入します。

⑤全体の枚数を記入します（添付資料除く）。

②受講者が２名以上の場合は、１行にまとめて記入して構いません。

③１項目あたりの記入欄は３行としていますが、その日の指導内容により、行が不足する場合は、
適宜、行を追加してください。

1

⑥合計欄は自動計算されます（計算式は変更しないでください）。

５

６

３

（ 2 枚中 1

研修時間

月 日

月 日

研修時間

月 ○ 日 2:00

月 ○ 日 2:00

月 ○ 日 2:00

月 ○ 日 2:00

研修時間

月 ○ 日 2:00

月 ○ 日 2:00

月 日

9 ○○　○○ ○○講習 ○○　○○

○○　○○ ○○講習 ○○　○○

8 ○○　○○ ○○講習 ○○　○○

10:00
㈱○○

講師：○○氏
○○研修会 ○○　○○、○○　○○

6 ○○　○○ ○○講習 ○○　○○

※　この報告書には、実施した全てのOFF-JTについて記入してください。

6 ○○　○○ ○○講習 ○○　○○

7 ○○　○○ ○○講習 ○○　○○

③　その他事業所独自のＯＦＦ－ＪＴ

実施期間 研修講師 実施した内容（具体的に記入してください） 受講者氏名

②　社内の他の部署の職員等によるＯＦＦ－ＪＴ

実施期間 研修講師 実施した内容（具体的に記入してください） 受講者氏名

7

①　外部講師によるＯＦＦ－ＪＴ

実施期間 研修講師 実施した内容（具体的に記入してください） 受講者氏名

5月○日
～5月○日

枚目）

OFF-JTの研修時間報告書

ＯＦＦ－ＪＴ研修合計時間数　※計40時間以上 22:00

うち、社外研修及び社外講師を招いて行う社内研修の時間数（①）※計15時間以上 10:00

２

４



・若者等人財育成支援事業補助金Ｕターン等報告書
・市税納税状況調査同意書

その他の申請書添付様式（３）

３．申請書記入例⑦

※若者等のみ

【Ｕターン等実施状況報告書】

若者等ふるさと就職支援事業補助金で対象者にUターン者が含まれる場合に
対象者ごとに作成します。

９

※新規高卒者、若者等共通

【市税納税状況調査同意書】

申請事業主と市税の納税義務者が異なる場合に作成します。

①申請書と同じ日付にします。

②申請事業所に係る市税を納税している本社等の所在地、事業所名、代表者名
を記入します。

作成のポイント

①

②



※新規高卒者と、若者等とで様式が異なります。様式第５号

３．申請書記入例⑧

一関市人財育成支援事業補助金請求書

【新規高卒者の場合】 【若者等の場合】

作成のポイント

この請求書は、市から交付決
定通知書（指令書）が届いてか
ら提出いただきます。
申請時の提出は不要です。

10


